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平成２８年９月三種町議会定例会会議録

平成２８年９月１４日三種町議会を三種町議会議場に招集した。

一、出席した議員は、次のとおりである。

１番 大 澤 和 雄 ２番 宮 田 幹 保

３番 安 藤 賢 藏 ４番 三 浦 敦

５番 清 水 欣 也 ６番 工 藤 秀 明

７番 高 橋 満 ９番 鈴 木 一 幸

１０番 小 澤 高 道 １１番 成 田 光 一

１２番 加 藤 彦次郎 １３番 後 藤 栄美子

１４番 堺 谷 直 樹 １５番 伊 藤 千 作

１６番 平 賀 真 １７番 児 玉 信 長

１８番 金 子 芳 継

一、欠席した議員は、次のとおりである。

８番 石 井 秀 基

一、遅参した議員は、次のとおりである。

なし

一、早退した議員は、次のとおりである。

なし

一、地方自治法第１２１条の規定により、説明員として出席を求めた者並びに委任を受

け出席した者は、次のとおりである。

町 長 三 浦 正 隆 副 町 長 髙 堂 弘 道

教 育 長 鎌 田 義 人 総 務 課 長 木 村 信 悦

企 画 政 策 課 長 相 原 信 孝 税 務 課 長 児 玉 直 久

町 民 生 活 課 長 川 村 義 之 福 祉 課 長 加 藤 正 美

健 康 推 進 課 長 青 山 勇 人 農 林 課 長 眞 川 信 一

商工観光交流課長 伊 藤 祐 光 建 設 課 長 高 橋 善 浩

上 下 水 道 課 長 近 藤 仁 琴 丘 総 合 支 所 長 高 橋 泉

山 本 総 合 支 所 長 山 田 幸 樹 会 計 課 長 岡 部 衛

教 育 次 長 畠 山 広 栄 代 表 監 査 委 員 門 間 芳 継

農業委員会事務局長 信 太 清 勝

一、本会議の書記及び職務のため出席した職員は、次のとおりである。

議 会 事 務 局 長 腰 丸 豊 議会事務局長補佐 平 澤 仁 美

議 会 事 務 局 主 査 池 内 和 人
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一、議事日程

平成２８年９月１３日（火）

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議長の諸報告

日程第４ 町長の行政報告

日程第５ 議案の上程 報告第４号～議案第１１６号

（提案理由の説明・町長）

（決算状況の説明・会計管理者及び上下水道課長）

（決算審査の報告・代表監査委員）

日程第６ 平成２７年度各会計決算議案（議案第９５号～議案第１０６号）の

各常任委員会付託

日程第７ 一般質問

平成２８年９月１４日（水）

日程第７ 一般質問

平成２８年９月２３日（金）

日程第８ 報告第４号 平成２７年度三種町一般会計継続費精算報告につい

て

日程第９ 報告第５号 平成２７年度三種町財政の健全化判断比率及び資金

不足比率の報告について

日程第１０ 議案第９５号 平成２７年度三種町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて

日程第１１ 議案第９６号 平成２７年度三種町国民健康保険事業勘定特別会計

歳入歳出決算の認定について

日程第１２ 議案第９７号 平成２７年度三種町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定について

日程第１３ 議案第９８号 平成２７年度三種町簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について

日程第１４ 議案第９９号 平成２７年度三種町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について

日程第１５ 議案第１００号 平成２７年度三種町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について

日程第１６ 議案第１０１号 平成２７年度三種町介護保険事業勘定特別会計歳入

歳出決算の認定について

日程第１７ 議案第１０２号 平成２７年度三種町介護サービス事業勘定特別会計

歳入歳出決算の認定について

日程第１８ 議案第１０３号 平成２７年度三種町衛生処理事業特別会計歳入歳出
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決算の認定について

日程第１９ 議案第１０４号 平成２７年度三種町温泉事業特別会計歳入歳出決算

の認定について

日程第２０ 議案第１０５号 平成２７年度三種町国民健康保険診療施設勘定特別

会計歳入歳出決算の認定について

日程第２１ 議案第１０６号 平成２７年度三種町水道事業会計決算の認定につい

て

日程第２２ 議案第１０７号 平成２８年度三種町一般会計予算の補正について

日程第２３ 議案第１０８号 平成２８年度三種町国民健康保険事業勘定特別会計

予算の補正について

日程第２４ 議案第１０９号 平成２８年度三種町後期高齢者医療特別会計予算の

補正について

日程第２５ 議案第１１０号 平成２８年度三種町公共下水道事業特別会計予算の

補正について

日程第２６ 議案第１１１号 平成２８年度三種町農業集落排水事業特別会計予算

の補正について

日程第２７ 議案第１１２号 平成２８年度三種町介護保険事業勘定特別会計予算

の補正について

日程第２８ 議案第１１３号 平成２８年度三種町介護サービス事業勘定特別会計

予算の補正について

日程第２９ 議案第１１４号 平成２８年度三種町衛生処理事業特別会計予算の補

正について

日程第３０ 議案第１１５号 平成２８年度三種町温泉事業特別会計予算の補正に

ついて

日程第３１ 議案第１１６号 平成２８年度三種町水道事業会計予算の補正につい

て

日程第３２ 発議第３号 議員派遣の件（全国町村議会広報研修会）

日程第３３ 発議第４号 議員派遣の件（町民と議会との懇談会）

日程第３４ 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件

日程第３５ 議会広報編集特別委員会の閉会中の継続調査の件

一、本日の会議に付した事件

日程に同じ

議長 金子芳継は、平成２８年９月１４日、出席議員が定足数に達したので、本会議を

開会する旨宣告した （午前 ９時５９分 開会）。

議 長 （ 金子芳継 ）

おはようございます。

本日の会議を開きます。
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本日の出席議員数は１７名であり、定足数に達しております。

なお、石井秀基議員から欠席届が出されております。

日程第７．昨日に引き続き一般質問を行います。

順次発言を許します。１４番、堺谷直樹議員。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

おはようございます。

それでは、さきに通告しました２件についてお伺いをいたします。

１件目でありますが、クアオルト事業の進捗状況についてお伺いをいたし

ます。

町民の健康増進と保険料引き下げという一挙両得の内容に、ぜひ成功して

ほしい事業だと思い、私も時間が許す限り知人や友人を誘って参加をしてま

いりました。クアオルト推進室が新設され 「みたね型クアオルト」が本格、

的に始動してから１年余り経過したわけですが、現時点での進捗状況につい

てお伺いをいたします。

１、データの集積、管理。

２、健康食の開発、提供。

３、各コースの整備状況及び参加者数。

４、町民が参加しやすい環境づくり。

５、保険料引き下げへの手応え。

２件目です。

選挙投票率に対する対策についてお伺いいたします。

昨年６月、改正公職選挙法が成立し、選挙権年齢が２０歳以上から１８歳

以上に引き下げられ、ことし７月の参議院選挙から適用されました。今回の

選挙の投票率を見ると、秋田選挙区の全県投票率が６０．８７％であったの

、 ． 。 、に対し 我が町は５９ ７７％でした これは新聞報道等でもわかるとおり

県内２５市町村で秋田市に次いで２番目に低い数字でありました。選挙権年

齢を引き下げたのは、単に若者の声を政治に反映させることだけが目的では

なく、有権者の裾野を広げることによって政治への関心や参加意識を高め、

幅広い世代の意見を政治や政策に反映させることにあると思っていただけ

に、我が町の投票率は非常に残念でありました。昨年６月の議会定例会にお

いて、先輩議員が投票率の５ポイントアップについて質問されていました。

結果だけ見ると前回の参院選より約５ポイントアップしているわけですが、

全県ワースト２位の投票率から脱却するため、今後どのような対策を考えて

いるのかお伺いをいたします。

以上２件、壇上からの質問を終ります。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番、堺谷直樹議員の壇上での質問が終りました。

当局の答弁を求めます。町長。

町 長 （ 三浦正隆 ）

それでは、１４番、堺谷直樹議員の質問にお答えします。
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、 、 、まずもって 堺谷議員におかれましては いち早くクアオルト事業に対し

ご理解をいただき、また率先して早朝ウオーキングに参加されておりますこ

とに対しまして心から感謝申し上げます。また、クアオルト事業推進につき

ましては、コース整備など的確なアドバイスをいただき、重ねて心強く思っ

ているところでございます。

、 。ご質問につきまして 順を追ってお答えしたいというふうに考えています

まず、データの集積と管理についてでございますけれども、昨年の９月か

ら１１月までの３カ月間、クアオルトモニターウオーキングを実施しており

ます。広報や口コミで応募を呼びかけ、申し込みいただいた１５名の方々を

対象に、琴丘・石倉山・釜谷浜の３コースを利用し、延べ３４８人の参加で

２５回にわたって実施しました。普段ウオーキングを余りしていない方を中

心に、日常の健康状態についてのアンケート、血圧、心拍数、体組成計によ

る測定データ、ウオーキング後の感想などを集積し、より効果的な「みたね

型クアオルト」の運動プログラムの作成や個人の健康状態に合わせた健康づ

くりに積極的に活用してまいりたいと考えております。

なお、集積したデータは個人情報でありますので、誤った用い方や流出の

ないよう適切に管理しております。

次に、健康食の開発、提供についてお答えします。

クアオルト推進事業は 「クアオルトによるいきいきプロジェクト」とい、

う県との協働事業でもありまして、健康食の企画、開発は、平成２８年度か

。 、 、らの取り組みになっております 現在 山本地域振興局健康予防課とともに

クアオルト研究会や管理栄養士、そして町内の主要な飲食店に協力を呼びか

け、快諾をいただいた８名で取り組むことにしております。その第１回目の

会合を今月２３日に設定し、その方向性を定めることとしているところでご

ざいます。

今後は、それぞれの飲食店よりメニューを考案していただき、今年度末ま

でには地元の旬の食材、安全安心な食材を活用した健康食のメニューの開発

を一通り完了させたいと考えております。そして、次年度からは、クアオル

ト運動、温泉でのリフレッシュ、クアオルト健康食などを組み合わせた滞在

プランを企画・提供してまいりたいと考えております。

次に、各コースの整備状況及び参加者数についてお答えします。

現在、早朝クアオルトウオーキングのコースは、琴丘クアの古道コース、

上岩川里山コース、森岳温泉石倉山コース、惣三郎沼コース、ゆめろんサン

ライズコースの５コースがあります。各コースともクアオルト研究会やサー

クルの会等のご協力をいただき、草刈りや枝払いなど随時整備を行っており

ます。特に、琴丘クアの古道コースと森岳温泉石倉山コースは、６月２６日

に日本クアオルト機構の認定コースとなりましたので、いつでも、誰でも、

一人でもクアオルトウオーキングが継続できるように、危険個所の確認や補

修に気配りをしているところであります。

なお、今年度に入り、釜谷浜サンセットコースについても、コース選定、
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標高調査等の基礎的な調査を終了しておりますので、来年度には案内看板や

コースサインなどの設置を完了し、３コース目の認定を受けられるものと考

えております。

、 、 、また 各コースの平成２７年度の参加者数は 個人的な早朝ウオーキング

団体活動でのウオーキングを合わせた延べ人数でございますけれども、琴丘

クアの古道コースが２，６３１人、上岩川里山コースが４６人、森岳温泉石

倉山コースが８３１人、惣三郎沼コースが２，０８１人、ゆめろんサンライ

ズコースが１，４１３人、釜谷浜サンセットコースが７８人となっておりま

す。

次に、町民が参加しやすい環境づくりについてお答えいたします。

重要なポイントは、クアオルトについての正しい理解を広めることにある

と考えています。基本は、楽しい運動であること、無理をしないで体力や体

調に合った運動であること、そして「いつでも、どこでも、誰でも」取り組

める簡単な運動であるということであります。しかも、短い時間で、効果的

な運動を１週間に４日程度続けるということであります。

現在、クアオルト研究会やサークルの会等の皆さんのご協力を得ながら、

、 。 、早朝だけでなく 日中もウオーキングを開催するようにしております また

ウオーキングや温泉浴運動等に参加したときにポイントを付与し、町内の温

泉施設で使える入浴券と交換できる特典制度を設けております。特に「９の

つく日はクアオルト」というキャッチフレーズで、ポイントを２倍にして、

多くの方々が一緒に無理をしないで楽しく運動ができる環境づくりに取り組

んでいるところであります。今後は、ある程度人数がまとまれば車での送迎

も考えており、とにかく一度体験していただき、そうした方々のご意見を聞

きながら、より多くの方々に参加していただける環境づくりに努めてまいり

たいと考えております。

最後に、保険料の引き下げへの手応えについてお答えします。

クアオルトで取り組んでいるのは 「健康で長生き、はつらつとした毎日、

を過ごすこと」であります。私たちの平均寿命は年々延びておりますけれど

も、平均寿命とそれから健康寿命という言葉がございますが、約１０年間と

いう差があります。しかし、どんなに寿命が延びても、健康ではつらつとし

た毎日でなければ、その１０年間、医療や介護のお世話になるということに

なります。現在、三種町の国民健康保険事業と介護保険事業を合わせますと

約５４億円でございまして、町の一般会計、特別会計、全て合わせました合

計の予算の約３分の１弱に該当します。つまりそれは、医療や介護、それを

支える私たちの次の世代、さらにその次の世代にまでかかわる問題でござい

まして、その何％、１０％でも削減できれば、その分、別の事業に活用でき

るということであります。こうした問題に対して、特効薬ではないにしろ、

クアオルト事業がますます重要であると考えています。

ウオーキング参加者、そして、ゆめろんのクアオルト浴室・運動室の利用

者の方々からはクアオルト事業について大変好評をいただいていると受けと
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めておりますが、まだまだ、町民一人ひとりの健康に関する意識の向上と自

主的・継続的な健康づくりの実践を目指していかなければならないというふ

うに考えています。

繰り返しになりますけれども、短期間での目に見えた成果を出すことはな

かなか困難なことでありますけれども、今後、より多くの方々にクアオルト

に参加いただき、その方々が継続的な運動をすることにより、その効果の一

、 、環として 将来的には医療費等の抑制につながるものと考えておりますので

何とぞご理解のほどお願い申し上げます。

なお、選挙投票率に対する対策についての質問については、選管事務局で

あります総務課長のほうからお答えいたします。

議 長 （ 金子芳継 ）

総務課長。

総務課長 （ 木村信悦 ）

、 、続きまして さきの選挙での全県ワースト２位の投票率から脱却するため

今後どのような対策を考えているのかにつきまして、選挙管理委員会の所管

でございますので、私のほうからお答えさせていただきます。

議員ご質問のとおり、７月１０日に行われました参議院議員通常選挙にお

ける町の投票率は５９．７７％で、残念ながら秋田市についで全県ワースト

２位でございました。

今回の選挙につきましては、選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられて初

の国政選挙でありましたことから、全国的にも関心が高く、投票率のアップ

が期待されたところでありました。その効果があったのかどうかはわかりま

せんけれども、選挙区の全国平均の投票率は前回より２．０９％アップの５

４．７０％という結果でございました。一方で、秋田県の投票率につきまし

ては、前回より４．６８％アップの６０．８７％でございまして、投票率は

長野県、山形県、島根県に次ぎまして全国で４番目に高い投票率となり、ア

ップ率も全国で８番目と、いずれも全国平均を上回ったところでございまし

た。

議員の皆様もご存じのように、今回の選挙では、国も県も、テレビ、ラジ

オ、新聞、インターネットなどを活用し、選挙啓発、いわゆる投票の呼びか

けでございますが、これを強力に行ったところでございます。このことが投

票率のアップにつながったかどうかというのは意見の分かれるところである

と思いますけれども、全国的には前回より投票率が低下した県もあったよう

でございます。

ところで、今回の選挙に関しまして、町で行いました選挙啓発といたしま

しては、防災行政無線による投票の呼びかけ、のぼりの掲出、広報・ホーム

、 、ページによるお知らせ 啓発物品の配布による投票の呼びかけを行ったほか

今回、新規の取り組みといたしまして、新たに有権者となられた１８歳、１

９歳の皆さんには町で作成しました小冊子を配布し、投票を呼びかけたとこ

ろでございます。残念ながら、１８歳、１９歳の投票率は４５．９７％で、
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町の投票率５９．７７％を下回ったことから、効果があったのかどうかの判

断はなかなか難しいところであると思っております。

この投票率のアップにつきましては、町選挙管理委員会でも２回ほど協議

しておりまして、委員の皆様からもご意見をいただいております。しかしな

がら、なかなか有効な対策を見い出せていないのが正直なところでございま

す。町といたしましては、これまで行ってきました選挙啓発を継続するとと

もに、全国の自治体の中で投票率が高く、かつ投票率をアップさせている団

体の取り組みなどを調査・研究しながら、投票率アップ対策を検討してまい

りたいと考えているところでありますので、ご理解くださいますようよろし

くお願いいたします。

以上でございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

当局の答弁が終りました。

１４番、堺谷直樹議員の再質問を許します。１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

それでは、１件目の質問に対して、もう少し詳しくお伺いしたいと思いま

す。

データの集積、管理ということで、町内の５０代から７０代の男女１５人

がモニターとして実証試験を行ったというお話でございましたが、この方た

ちは、試験終了後もウオーキングに参加されているのでしょうか。ちょっと

教えてください。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 お答えいたします。

モニター参加者は、なかなか回数も多かった関係もありまして、仲よくな

りまして 「サークルの会」という自主活動グループをつくりまして、現在、

活動しております。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

非常にいい取り組みだと思います。ウオーキングのほうに毎日参加、ある

いは毎週参加されている方々のデータの集積というのはどのようにして行っ

ているのでしょうか。教えてください。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

、 。課長 早朝ウオーキングにつきましては 毎日行っている方も何名かございます

それから、週にそれこそ３回、４回程度の方もおります。あるいは土日でな

ければ参加できない、仕事の関係でできない方もございまして、それらの方
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々に対して、一つ一つのデータはとってございません。一緒に歩いていると

きの感想であったり、今までの生活の中でのクアオルトの効果であったり、

そういうものを聞き取りの形で集積しているところでございます。

以上です。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

クアオルトウオーキングをすることで健康状態がどのように変化している

のか。これは参加者もすごく気になることだと思いますし、また、健康状態

が良好な方向へ向かっているのであれば参加者自身の励みにもなると思いま

す。ぜひ、データの集積を構築するシステムを完了させて、その辺の集積管

理というものをしっかりやっていただける方向で考えてはいただけないでし

ょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 お答えいたします。

この後、またいろいろモニターのウオーキング等も計画しているところも

ございます。いずれにしましても、町民の大多数の方々から、実際に参加し

ていただいて、クアオルトの効果を確認していただければ非常にありがたい

と思っているところでございまして、そのような形で、今後、きちんとした

形でデータを集積、分析、活用してまいりたいというふうに考えてございま

す。

以上です。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

よろしくお願いします。

それから、健康食なんですけれども、今開発、これから開発するというこ

とで町長のほうから答弁ありましたけれども、ことしの３月の広報にクアオ

ルト食が写真掲載されていたように思うんですが、あれはどなたがつくられ

て、どれぐらいの開発費でというような、何かわかることがあれば教えてく

ださい。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 お答えいたします。

３月に行いました、いわゆる町外からのモニターツアーのような形で参加

していただいた方に提供した昼食等でございます。まず、栄養学的なもので

、 、あったりとか そういうものはまだ研究する段階でございませんでしたので
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イメージとして健康なもの、地元のもの、安全安心なものというような形で

お願いしてつくっていただきました。じゅんさいの館の加工グループであっ

たり、ゆめろんであったり、カフェ・リエゾンであったり、そういう方々か

ら協力をいただいて提供したものでございます。

以上です。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

わかりました。

ゆくゆくはどれぐらいの値段でご提供されるおつもりでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 お答えいたします。

、 、まだ金額については この後の２３日に方向性を決める会議といいますか

会合がございますので、その場で決めていこうというふうに考えてはござい

ます。いずれにしましても、安全安心であったりとか、地元の旬の食材であ

れば、若干、通常の昼食の弁当よりは高くなるのではないかなというような

感じてございます。

以上です。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

わかりました。

それから、開発には８名の方でというお話がありましたけれども、これに

は給食センターの管理栄養士の方も含まれているんでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 お答えいたします。

管理栄養士の田中美樹さんがご快諾いただいておりますので、加盟してお

ります。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

食のプロでしょうから、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

それから、各コースの整備状況ですけれども、まず、琴丘のクアの古道コ

ース、また石倉山のコースがクアの道として認定され、大変喜ばしいことだ

と思っております。

ただ、石倉山コースについてですが、松くい虫の処理木が斜面の至るとこ
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ろに山積みにされていて、すごく景観も悪いですし、危険な状態だなという

ふうに思っております。また、座るとズボンが割けてしまうような壊れたベ

ンチがあったり、渡ると人が落ちてしまうような朽ちた橋があったり、まる

で事件があったかのようにロープで立ち入り禁止措置をされたトイレがあっ

たりと、非常に景観がよろしくないというふうに思います。これらは、町を

挙げてやるクアオルト事業ですので、早急に改善すべきと思いますが、どう

でしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 お答えいたします。

松くい虫の被害木等につきましては、農林課サイドであったり、山本支所

管轄であったり、企画政策課であったり、またがった課で対応することにな

りますので、三者で現場を確認して対応を協議して取り組んでいるところで

ございます。実際にコースを歩いてみますと、松くい虫の被害木を斜面に積

み上げているわけで、もし崩れてくれば非常に危険だということで、我々も

。 、ご指摘を受けまして検討しているところでございます これにつきましては

１０月に農林課サイドのほうで、多少見た目は悪くなるんですけれども、散

らばして転がってこないような形で危険を避けたいというふうに取り組むこ

とになってございます。

それから、壊れたようなベンチ等につきましては、撤去する方向で進んで

います。

それから、橋が壊れていて危険なのでロープで張って渡れないようにして

あるわけですけれども、これにつきましては９月の補正で撤去並びに迂回路

の整備に係る経費を計上してございますので、よろしくご審議いただきたい

というふうに思っております。

以上です。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

ぜひ対応していただきたいと思います。

トイレの件はどういうふうな形で処理されるつもりでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 石倉山頂上のほうに使われないトイレがございまして、非常に見た目もよ

くなくて、参加者あるいは散歩に来た方が使えるんじゃないかなと、そこま

で行って戻ってくるという、そういう苦情等もこちらのほうでも把握してご

ざいます。これにつきましても早目に撤去するような形で対応していきたい

というふうに考えております。
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以上です。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

よろしくお願いします。

それから、松くい虫の処理木ですけれども、ぜひ景観に配慮して処理して

いただきたいと思います。

それから、参加しやすい環境づくりということで、車を持たない高齢者の

方、または比較的遠い場所からコースへ参加される方への何か配慮というも

のを考えていられますでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 お答えします。

先ほど町長も答弁されておりましたが、ある程度人数がまとまれば、企画

政策課クアオルト推進室で送迎をして参加していただくというふうな方向で

考えています。

以上です。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

わかりました。

この事業は短期間で数字にあらわれる事業ではないということ、十分に理

解をしております。今後、事業効果が確実に数字にあらわれることを非常に

、 、 「 」期待しているわけですが 先ほど 町長の答弁の中に クアオルトポイント

という言葉が出てきました。クアオルトポイントで無料入浴券と交換できる

という話でしたけれども、これまで何枚ほど発行されて使われておるのか、

ちょっと教えてください。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 済みません、ちょっとだけ時間をいただきたいと思います。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

それでは、飛ばして、ちょっとほかの質問をしますけれども、時間的な問

題とかでクアオルトのコースに赴けない人、参加できない人でも、自宅の周

辺をウオーキングしたり、ラジオ体操などの軽運動をしたり、健康増進を図

られる方、かなり多く見受けられるように思います。クアオルトのコンセプ

トからいうと、自分の健康は自分で守るということですから、これらも立派
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なクアオルトの一環というふうに捉えることができると思いますが、クアオ

ルトウオーキングに参加しなくても、みずから健康管理されている方、とり

わけ、介護サービスを受けていない高齢者の方で望まれる方に、平等という

観点から何か配慮というものを考えられないでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 お答えいたします。

クアオルト推進室といたしましては、クアオルト的な考え方、要するに運

動能力のある方、ない方、それぞれの体調、体力に合わせた運動メニューと

いうことでございまして、基本的には心拍数１６０、引く年齢で、運動して

無理のないような、週に３回か４回でいいんだというような形で、かなりハ

ードルの低い形からのスタートとなってございます。既に健康な方々はいわ

ゆる普段の生活の中できちんとした生活をして健康であるわけでございまし

て、そういう方々をどのように把握するかというところが非常に難しいかな

というふうに考えているところでございます。

それから、先ほどのご質問でございましたけれども、平成２７年度の決算

状況でいきますと、ポイントをためて入浴券にかえた枚数が約５５０枚とい

う形になってございます。

以上です。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

ある町民の方から、クアオルト体験ツアーで来町された方で、ウオーキン

グに参加せず、入浴と食事だけで宿泊されていった方が何人もいた。予算の

無駄遣いではないかというような指摘を受けています。

将来的にはこのクアオルト事業により交流人口が拡大されることを私も望

みますが、今優先すべきは健康増進に取り組んでいる町民へのサポート、サ

ービスではないかというふうに思います。三種型クアオルトの一番の目的が

何であるのか、いま一度お伺いします。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 先ほどから、町長の答弁でもありますとおり、町民が健康で生き生きと生

活する毎日を築くというのが究極の目的でございます。それに伴いまして、

いろいろな医療費の削減であったり、抑制であったり、そういうものが附属

して出てくると思います。当然、その段階で他町村からの交流人口の拡大、

そういうものも出てくるだろうというふうに考えてございます。

まずは、クアオルトの考え方を町民の皆様から、多くの方々から知ってい

ただいて、簡単なんだよ、楽しいんだよ、それから無理しなくて１週間に３
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回か４回でいいんだよと、そういうところから始めなければならないという

ふうに考えているところでございます。

以上です。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

健康増進が一番だというお話ですので、独自で健康増進に取り組み、やは

り介護サービスを受けていない、ただただ高額な保険料を納めている高齢者

の方にもぜひ配慮をお願いしたいと思います。

もう一度、お答え願います。

議 長 （ 金子芳継 ）

町長。

町 長 （ 三浦正隆 ）

堺谷議員のご質問の趣旨はよくわかります。クアオルトといいながら、い

ろいろな経費を使いながら、じゃあ、一方で、ご自身でやっていらっしゃる

方には何もないのかという、多分そういうことだろうというふうに思ってい

ますけれども、クアオルトにつきましては、ちょっと一番最初のところを少

しお話ししたいと思います。

平成２４年だったと思いますけれども、丸富ホテルさんが廃業といいます

か、閉じられまして、森岳温泉郷の活性化ということを考えていました。そ

の際に、いろいろ町としてもどうやったら温泉郷が活性化するかと考えてい

る中で、たまたま東京で市町村長を対象にセミナーが夏にありまして、その

中でクアオルト事業をやっている全国３つの自治体の話がありました。大分

県の湯布院温泉のある由布市と、それから山形県のかみのやま温泉のある上

山市、そして和歌山県の田辺市さんでございました。この話を聞いているう

ちに、これはうちの町でも使えるんじゃないかと。要するに、宿泊して、ク

アオルトを体験してというような形で進めていったものですから、温泉街に

人を呼び込めるんじゃないかと思って、この事業をやろうという気持ちにな

ったわけです。

補正予算を組みまして、翌年１月の下旬ですけれども、雪のあるときです

が、職員を３名つれて上山市へ行ってきました。泊まったところが時代屋さ

んという、冨士さんというかみのやま温泉組合の会長さんのところでござい

まして、この方は本町にもおいでになっております。その中で、いろいろ冨

士社長からお話を聞いているうち、そしてまた、クアオルトの実際のコース

を歩いてみて 「あ、これはうちの町でもつくれるんじゃないかな」という、

確信を持ちました。

早速、帰ってきましていろいろやっていましたら、今度は民間の方々がい

、 、ち早くクアオルト研究会というものをつくっていただきまして 当初予算は

、 、たしか３０万円くらいの補助金をたしか出したと思いますけれども そして

自分たちでコースをつくり始めたんですね。琴丘のクアの古道コース、今、
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天空の森コースとかと言っていますけれども、梅公園のところにコースをつ

くりまして、そしてまた、山本地域のほうは石倉山公園を使った、そしてま

た惣三郎沼を使ったコースをつくりました。本町は３地域あるので、八竜地

域もなければいけないだろうということで、釜谷浜を使ったサンセットコー

ス、海岸沿いを歩くコースをつくりました。そうやって、一応民間の方々が

真っ先に動きまして、そして、クアオルト研究機構の一番、象徴的な事務局

長をやっています、山形県の小関先生という方に本町においでいただきまし

て、いろいろご指導を受けながらコース整備をしていって今日に至ったわけ

でございます。

くどくど申し上げましたけれども、一つには、温泉街の活性化というもの

が一番最初にありまして、だんだん温泉街の活性化から、実は上山市さんも

そうでしたけれども、今度、市民の健康ということに力点が変わっていった

わけです。本町の場合も、最初は森岳温泉郷の活性化ということから入って

いって、だんだんやっているうちに、やっぱり三種町民の健康寿命の延伸で

しょうという話になってきました。

そういう意味で、じゃあ、これまで自分の健康に注意してきた人との整合

性といいますか、平等性がないんじゃないですかという議員のご指摘もござ

、 、 、いますけれども 今はまだ過渡期的な時期でありまして そういう意味では

今はまず無我夢中になって形を整えているという段階かというふうに思って

います。いずれ、町民の方々の健康に対する予算づけとか、そういうものを

決して疎かにしているわけではございませんので、かなりの金額を出してい

るつもりでございますし、脳ドック助成だとか、それから子供さん方の福祉

医療費を１８歳までとか、いろいろな意味で、そういうものは配慮している

つもりでございますので、どうかその分ご理解願いたいというふうに思って

います。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

わかりました。

、 、 、 、それでは 最後になりますけれども 今現在 配付されている無料入浴券

この中には、当然、入湯税という部分も含まれていると思いますけれども、

この税金の取扱について、少し教えてください。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

無料入浴券は一般のサービス入浴券と同じように、カウントされた場合に

入湯税はその施設のほうで負担しております。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。
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１４番 （ 堺谷直樹 ）

その施設のほうで負担した入湯税を町民の税金で補塡しているというよう

なことはないでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

それはございません。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

昨日、代表監査委員の報告にもありましたけれども、税金はやはり貴重な

自主財源なわけですから、本来無料サービスにすべきものではないというふ

うに私は考えるわけです。無料入浴券ではなくて、入浴補助券という形で入

湯税だけは徴収する方向に転換するべきではないかというふうに考えます

が、いかがでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 お答えいたします。

クアオルト事業で取り組んでおる無料入浴券、ポイントによる無料入浴券

につきましては、クアオルト推進室の予算の範囲でやっております。したが

いまして、入浴券を各温泉施設に持っていきます。その後で、各温泉施設か

らクアオルト推進室のほうに請求が来ます。通常の入館料と同額ということ

で対応しています。今、とりあえずは、全町民に一度は参加してほしいとい

うような気持ちで取り組んでいるポイント制度でございますので、もっと理

解していただければ、そのような補助券のような形での対応というようなこ

ともなっていくかもしれないと考えています。

以上です。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

予算の中から入湯税を払っているということであれば、これは町民の税金

を補塡しているのと何ら変わりないような気もするんですが、その辺はいい

んでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 クアオルトを推進していく段階での、一生懸命頑張っている方々にクアオ

ルトで運動して、入浴してリラックスしていただいて、この後はクアオルト
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の健康食を食べるというような一連の考え方のもとでの推進でございますの

で、これにつきましては啓発というような形での対応で考えているところで

ございます。

以上です。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

何か、わかったような、わからないような感じなんですが。どうですか、

入浴補助券という形で入湯税だけ徴収するような形で検討、あるいは考える

というようなことはないですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 お答えします。

先ほど申しましたように、人数がふえてきまして予算的にもかなりの高額

になってくるような状況であればとても賄い切れないというような部分もご

ざいます。そうした場合には、補助券、格安な入湯税程度で入浴できるよう

なそういう方向でも検討していきたいと考えています。

以上です。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

人数がふえてからではなくて、今やるべきだというふうに私は考えるわけ

ですが、もう一度、答弁をお願いします。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 ポイント制につきましては、１０ポイントで今入浴券１枚と交換というよ

うな形で進めてございまして、これを年度途中ではちょっと対応できないか

なというふうに考えてございます。議員おっしゃる形で新年度からもう一回

検討してまいりたいと思います。

以上です。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

貴重な自主財源ですので、どうかよろしくお願いをいたします。

それでは、２件目の質問ですが、合併時に２９カ所あった投票区が現在２

１カ所に、また各投票区の閉鎖時間も１時間及び２時間繰り上げされている

わけですけれども、投票率にこれらの影響はあるというふうに当局のほうで

は考えていられるのかどうか、お伺いします。
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議 長 （ 金子芳継 ）

総務課長。

総務課長 （ 木村信悦 ）

お答えいたします。

合併時に２９カ所あった投票所、現在２１カ所でございます。これに関し

ては、やはり若干の投票率の影響はあるものと考えております。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

７月の広報に入院、入所中の病院や老人ホームで不在者投票ができるとい

うふうな広報がありましたけれども、町内何カ所の施設で投票がなされ、何

割の方が投票されたのか、教えてください。

議 長 （ 金子芳継 ）

総務課長。

総務課長 （ 木村信悦 ）

お答えいたします。

細かい資料、私今持ってきていませんので、ちょっと時間をおかしいただ

きたいと思います。

ただ、不在者投票のできる施設につきましては、大きな特別養護老人ホー

ムとかそういったところが指定されております。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

わかりました。

この前の参院選において、県の選出議員選挙の無効票が１３１票、比例代

表選挙選出の議員の選挙が無効票７５３票ということでしたけれども、この

無効票の多さ、大変驚いているわけですけれども、この内容について、もし

教えていただけるのであれば教えてください。

議 長 （ 金子芳継 ）

総務課長。

総務課長 （ 木村信悦 ）

お答えいたします。

詳細の資料は持っていませんけれども、白票とか、秋田県選出議員の候補

者の名前を書いた票とかが大部分を占めていたというふうに記憶してござい

ます。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

わかりました。

先ほどの答弁で啓発運動として防災行政無線、のぼり、広報、ホームペー
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ジ等々で行っているというお話でしたけれども、何か毎回同じ方法でマンネ

リ化しているような感じもいたします。

昨年６月の先輩議員の質問に対して、当局は、何か有効な対策がないか調

査研究してまいりたいというふうに答弁されていまして、先ほどの答弁でも

今のところ有効な対策が見出せないでいるというお話でしたけれども、全国

で少しおもしろい事例がありましたので、ちょっと紹介したいと思います。

島根県の浜田市では、自動車に投票箱を乗せて、投票所を閉鎖した地区を

順番に回る移動投票所を期日前投票に導入しております。投票所の距離と投

票率には相関関係があるという有識者の方もおられます。移動投票車という

ものも一考の余地があると思いますけれども、どうでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

総務課長。

総務課長 （ 木村信悦 ）

お答えいたします。

その記事は私も拝見いたしました。ただ、現実問題として、既存の期日前

投票所と車で回った場合の投票と二重投票の可能性があります。そういった

対策をする関係でどのくらい費用がかかるのかといった場合に、相当な費用

がかかるのだろうということもありまして、なかなか町としては踏み出せて

いない。ただ、有効な対策であるというふうには思っております。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

費用の面、いろいろあるんでしょうけれども、これからも引き続き調査研

究がなされて、少しでも投票率向上の施策が展開されることを期待していま

す。

以上で質問を終ります。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番の先ほど保留されておりました件を答弁します。総務課長。

まだ、できていないですか。じゃあ、後で報告しますので、よろしくお願

いします。

それでは、１４番、堺谷直樹議員の一般質問を終わります。

次に、伊藤千作議員の一般質問を許します。１５番。

１５番 （ 伊藤千作 ）

それでは、一般質問を行います。

質問の第１として、ＣＣＳ（二酸化炭素回収、貯留）の誘致についてであ

ります。

町長は、６月定例会の行政報告で、二酸化炭素の海底地層に貯留する国家

プロジェクトについて「地域一丸で誘致活動を進めたい」としました。私も

ぜひ実現してもらいたい立場からいくつかの質問をします。

地球の平均気温は近年上昇が激しくなっており、世界各地での異常気象の
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発生や北極圏の氷が解け出すなど、人々の暮らしや生態系への影響に危機感

が高まっています。

２０２０年以降の温暖化対策の協議を重ねてきた国々は、昨年末のパリで

の会合でようやく合意に達しました。２００近くの国と地域が参加するパリ

協定であります。パリ協定は、これまでの温暖化対策の枠組み、京都議定書

を承認していなかったアメリカや削減義務を負っていなかった中国などを含

め、世界のほとんどの国が参加し、産業革命後の地球の平均気温の上昇を２

度未満、できれば１．５度に抑えるため、温室効果ガスの排出抑制を合意し

た画期的な協定であります。気温の上昇を２度未満に抑えるためには、今世

紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにする必要があります。パリ協定参

加国はそれぞれ目標を提出しています。一日も早く協定を発効させ、温暖化

対策を軌道に乗せることが不可欠であります。

ご承知のように、ＣＣＳとは、二酸化炭素（ＣＯ２）を大量に排出する施

設からＣＯ２を分離・回収し、それを地中に圧入して長期間にわたり貯留す

、 。 、ることにより 大気中へのＣＯ２放出を抑制する技術であります ＣＣＳは

省エネルギー、再生可能エネルギーなどとともに地球温暖化対策に貢献しま

す。

日本におけるＣＯ２貯留可能性量は約１，４００億トンであると言われて

おります。これは日本の年間ＣＯ２排出量の約１００年分に相当するとの調

査結果が出ております。２０１２年度からは、北海道苫小牧で日本初の本格

的なＣＣＳ実証プロジェクトが始まりました。その苫小牧では年間１０万ト

ンの貯留で投資効果は３００から４００億円と言われております。

三種町で誘致が実現すると、年間どれくらいのＣＯ２を圧入するのでしょ

うか。また投資規模はどのくらいになるのでしょうか。年間１００万トンの

圧力規模という話も聞かれます。

、 。 、対象地域は能代が４分の１ 三種町４分の３であるようであります また

能代には火力発電所がありますが、その年間総量は約１０万トンぐらいと言

われております。ＣＯ２輸送では、全国から分離・回収されたＣＯ２を地中

に圧入する施設まで輸送します。輸送方法にはＣＯ２専門パイプラインやＣ

Ｏ２輸送船、小量輸送タンクローリー車や鉄道コンテナ輸送があります。火

力発電があるところが有利とは、規模等を考えればそうとは言えないと思い

ます。

現在、八竜地域で貯留適正調査をやっておりますが、今後どのように推移

し、何年後に結果が出るのでしょうか。また、考えられるリスクはないので

しょうか。例えば貯留したＣＯ２が将来漏れることはないのでしょうか。不

測のＣＯ２漏出事故についての対策はどういう対策になっているのでしょう

か。今後、地域一丸となって強力に国への誘致実現に向けて、町としてはど

う取り組みを進める計画でしょうか。運動を効果的に進めるためにも、例え

ば、町としてＩＳＯ環境国際基準の資格の取得を進めること。その上で環境

を守る三種町宣言を行う。あるいは町職員を経済産業省に派遣することも考
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えたらどうでしょうか。あらゆることを考えて、強力に誘致実現に向けて運

動を強めていくことが必要だと思います。

次に、後期高齢者医療制度、介護保険制度、子ども医療費助成を行う自治

体のペナルティーについてであります。

後期高齢者医療制度は、２００８年、制度創設時に国民の批判を受けて設

けられた「特例軽減 （９割、８．５割軽減など）が２０１７年度から廃止」

されることが決まっています。被保険者全体の５５％に影響が及びます。そ

れだけ低所得、低年金の加入者が多いということであり、こうした措置なし

には制度が組めなかったということであります。

特例部分がなくなることで、保険料は、８．５割軽減の場合２倍、９割軽

減の場合３倍、健保の被扶養者だった９割軽減の人は５倍から１０倍の値上

。 ， ，がりとなります 例えば月６万４ ４００円の年金収入の人の保険料が年５

６５０円から５万６，５００円にはね上がることになります。高齢者の生活

にとっては大変な打撃になります。後期高齢者の年金収入の現状は、平均が

１２７万円で、基礎年金満額の８０万円以下が約４割を占めております。こ

の層は他に所得がないのが圧倒的で、さらにその半数近くは５０万円以下、

。 、月々５万円に満たない年金で暮らしております こんなぎりぎりの人を含め

低年金の高齢者に負担増を押しつけるのは許されないことであります。

当町では、その影響は何人に及び、その個人の負担額はどう変化するので

しょうか。

さらに政府は後期高齢者の医療費１割負担を２割への引き上げを狙ってお

ります。こうした連続改悪は、深刻な受診抑制を招き、重篤化の危険とそれ

によって医療費が増える悪循環を生み出すだけであります。特例軽減廃止と

２割負担化に反対する運動が求められます。

次に、介護保険では、２０１８年度の次期改定に向けて、政府は、要支援

１・２の保険適用外しに加えて、要介護１・２の人が使う訪問介護の生活援

助を保険給付から外すことや要介護２以下の福祉用具レンタルを原則自己負

担化する改悪案を検討しております。

介護保険で貸与されている福祉用具は１３種類で、高さの調整や背中を起

こす機能のある電動ベッド、車椅子、歩行器、手すりやスロープ、補助杖な

どがあります。福祉用具は、用具なので、物流体制が整えばどこでも供給は

可能であります。そこが訪問介護や通所介護と異なります。また、導入すれ

ば２４時間利用でき、気兼ねも要りません。利用者にとっては安心して使え

る、使いやすいサービスであり、この利用で生活が整う、トイレや入浴がで

きる、外出ができるという利用者の自立した生活の支援に大きな役割を果た

しております。

これが負担増によって利用できなくなるとすると生活が立ち行かなくなる

と思います。特に要介護２の状態となると一概に軽度とは言えません。車椅

子を使って通院などをしている方もいるので、使えなくなると在宅生活が継

続できるでしょうか。また、本人が電動車椅子で外に行けるぞ、何とかやれ
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るぞと思っているのに、負担の問題でこれを我慢しようとなったとき、自宅

にこもって行動の範囲が狭くなる。すると、気持ちも体も衰え、重篤化する

のではないでしょうか。軽度であっても一定の介護負担があり、家族は決し

て楽な状況ではないのであります。そうなると、福祉用具が利用できなくな

ることで、家族の負担も重くなります。介護保険が始まって１６年、給付削

減先にありきではなく、福祉用具貸与が果たしてきた役割をよく検証し、利

用者の自立支援と介護負担を軽減するために今の仕組みを継続していくべき

だと思います。

これらが首相が掲げる「介護離職ゼロ」に逆行するのは明らかです。制度

の持続性を考えるのは当然などと改悪の正当化をしていますが、制度は残る

かもしれないが、国民の命や健康の持続性は破壊されると言わざるを得ませ

ん。改悪案の具体化を許さないことが求められていると思います。

次に、子ども医療費助成を行う自治体へのペナルティーについてでありま

す。

（ ）子ども医療費助成を行う自治体へのペナルティー 国庫の負担の減額措置

の廃止は、現時点ではまだ明確には決まっておりません。厚労省は、ペナル

ティー見直しについて「一億総活躍プラン」に改革内容を盛り込みたいとし

ていました。ところが、６月２日の「一億総活躍プラン」では、見直しを含

め検討し年末までに結論を得ると、年末の予算編成まで先送りしてしまいま

した。背景には財界の反撃があると言われております。

しかし、廃止は地方６団体も一致しており、地方議会でも廃止を求める意

見が広がっています。２０１７年度予算から確実なペナルティー廃止、子ど

も医療費の無料化を国の制度とすること、自治体の単独事業の拡充をさらに

広げることが重要であります。当町でのペナルティー廃止させた場合の影響

額は幾らになるでしょうか。

、 。以上３点について町長はどのように考え 対処していくつもりでしょうか

以上で壇上での質問を終ります。

議 長 （ 金子芳継 ）

１５番、伊藤千作議員の壇上での質問が終りました。

当局の答弁を求めます。町長。

町 長 （ 三浦正隆 ）

それでは、１５番、伊藤千作議員のご質問にお答えします。

まず最初に、ＣＣＳの誘致につきましてお答えします。

二酸化炭素回収、貯留国家プロジェクトは、議員のご質問のとおり、地域

一丸となり誘致活動を進め、ぜひ実現したいと願うものでございます。

最初に、三種町で誘致が実現すると、それがどのような規模になるのかに

つきましては、あくまでも想定情報でしか答えられませんが、三種町沖に貯

留できる規模は、苫小牧市よりはるかに大きく、貯留量は推定で１億トン以

上、年間１００万トンを約１００年間貯留できる見込みと聞いておりますの

で、苫小牧市の現状を参考にすると、工場面積は４ヘクタール以上となり、
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５０名以上の職員が勤務することになると思います。

今後の推移については、先の議会全員協議会での説明と重複するところが

あると思いますが、日本ＣＣＳ調査株式会社の計画によると、現在、三次元

弾性波調査を実施している結果が出るのは、今年度末となると聞いておりま

す。その結果が良好で、かつ国等の承認があれば、平成３１年度から平成３

２年度に調査井の掘削が始まり、全国で５地点程度に絞られます。

調査井での掘削により地質性状を直接確認し、関係機関で検討を重ね、総

合評価により、平成３３年度に二酸化炭素貯留適地として全国から３地点程

度が選定される見込みであります。

国への誘致実現に向けての取り組みについては、苫小牧ＣＣＳ促進協議会

を参考に、年度内に町内各種団体による協議会を設立します。早期誘致に向

けた町民の皆様や地元企業など地域一体となった誘致気運の醸成を図り、早

期誘致に向けた要望活動を実施し、ＣＣＳに関する継続的な一般町民への広

報・周知活動などの事業を進めてまいります。また、能代市との関係につき

ましても、随時情報交換を実施してまいります。

運動を効果的に進めるための議員ご提案でございましたけれども、町でＩ

ＳＯ環境国家基準の資格取得につきましては、間接的には効果があると思わ

れますけれども、資格取得には専門コンサルが必要なことなど多額の費用が

かかるほか、資格を取得した後も、毎年、検査や更新手続も必要で、取得後

も、毎年、費用もかかります。さらに職場全体で取り組むことになりますの

で、町の負担が大きく実現は困難かなというふうに考えています。

それから、環境を守る三種町宣言についても、同じく間接的には効果があ

ると思われますけれども、協議会設立後に検討したいというふうに思ってい

ます。苫小牧市の場合は、環境宣言はありませんでしたが、環境保全を図る

目的で、平成２６年にＣＣＳ実証実験地に決定されてから、日本ＣＣＳ調査

株式会社と北海道とで公害防止協定を結んでいます。我が町も最終的な適地

に決まってから関係機関と環境関係の協定を結ぶことになると思います。

それから、職員を経産省に派遣する件につきましては、苫小牧市と異なり

まして、本町の役場の場合は役所の規模もはるかに小さく、職員も不足の現

状を考えると、なかなか実現は難しいかなというふうに考えています。

いずれにしましても、適地に選出されない限り誘致実現は不可能となりま

すが、協議会を設立し、まずは情報収集をしながら運動を実施してまいりま

すので、議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。

それから、２点目の福祉関係のご質問についてお答えいたします。

３つございますけれども、最初の後期高齢者医療制度につきましてでござ

いますけれども、高齢者の医療の確保に関する法律施行令、これは平成十九

年十月十九日政令の第三百十八号の名称がついていますけれども、この施行

、 、 、 、令の本則では 低所得者の均等割保険料は 世帯の所得に応じて７割 ５割

２割の軽減がなされることになっています。これは現行の国保制度と同様で

、 、 、ありまして また 被用者保険に被扶養者として加入していた者については
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均等割保険料５割軽減を２年間とし、所得割は賦課しないことになっていま

す。

この制度への国民の批判が強く、国はこの制度施行に当たり、激変緩和の

観点から、平成２０年度以降毎年度、例えば平成２７年度予算は８１１億円

でございますけれども、予算により特例措置を実施しています。１つは、低

所得者への更なる保険料軽減として、政令本則で均等割７割軽減の者につい

て、所得により９割または８.５割の軽減としました。また所得割の発生す

る者についても、一定所得まで所得割を５割軽減としました。もう一つは、

元被扶養者については均等割５割軽減を９割軽減に引き上げ、２割の軽減期

限も当分の間、適用しないことにしてきました。

しかし、平成２７年度１月１３日の社会保障制度改革推進本部で医療保険

制度改革骨子が決定され、後期高齢者の保険料軽減特例措置については段階

、 。的に縮小すると 平成２９年度から原則的に本則に戻すことが示されました

秋田県後期高齢者医療広域連合で出している保険料結果内訳表によります

と、三種町の平成２７年度被保険者数は４，１３３人、うち、元被扶養者の

９割軽減者数は１，２１４人、これは被保険者数に占める割合としまして２

９．３％でございますけれども、元被扶養者を除く低所得による均等割軽減

者数は２，１７６人で、うち、特例措置の廃止の影響を受ける９割軽減者は

８６３人、８．５割軽減者は８４４人の計１，７０７人であります。また、

所得割５割軽減者数は３０８人となっております。

特例措置廃止が影響する実人数は、均等割と所得割の重複者数について調

査した資料がございませんで、正確な数字はつかめませんが、国の重複率を

当てはめ、所得割のみの影響者数を２５８人と考えると、元被扶養者の１，

２１４人と７割本則に戻る１，７０７人の合計３，１７９人に影響が出るも

のと予想され、全国の５５％を大きく上回る、この３，１７９人というのは

． 、 。７６ ９％になりますけれども 全国の平均を大きく上回ることになります

具体的には、特例措置が廃止されますと、加入者の３割近くの元被扶養者

は保険料均等割が３倍から１０倍となり、元被扶養者以外の低所得者、４割

ほどの人は２倍あるいは３倍になる見込みであります。

全国広域連合では、本年６月８日に「低所得者に対する保険料軽減特例措

置については、生活に影響を与える保険料とならないよう現行制度を維持す

ること」を国に要望しております。

医療費自己負担については、後期高齢者は、現役並み所得者以外の者は１

割負担であります。７０歳から７４歳については法律上２割負担となってい

ますが、平成２０年度から毎年度約２，０００億円の予算措置により、国は

１割負担に凍結してきました。しかし、平成２６年４月２日以降、新たに７

０歳到達した者からは、特例措置の適用を除外し、２割負担となっておりま

す。国では、この２割負担の被保険者が後期高齢医療者制度に入る７５歳以

降も引き続き自己負担２割とする方向で制度の見直しの検討が始まったとい

う報道がありました。まだ情報が少なく、詳しく立ち入ることができません
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けれども、情報の収集に努めまして、影響を精査して対処していきたいとい

うふうに存じます。

本町としましても、厳しい生活状況を抱えた高齢者が多いだけに、負担増

を招かないように国に働きかけてまいりたいと存じます。

次に、２点目の介護保険制度についてのご質問にお答えします。

町では、現在「第６期介護保険事業計画」に基づき、平成２７年度から平

成２９年度までの介護保険事業を展開しているところでございます。

議員おっしゃるとおり、新聞報道等によりますと、国では「骨太の方針」

に基づき、平成３０年度の介護保険の次期改定に向けて制度改正を検討して

いるところであります。制度改正の内容等につきましては現在未定でござい

ますけれども、介護保険制度の持続性とあわせ、軽度者に対する生活支援サ

ービス等のあり方は厚生労働省の審議会で現在検討中であり、年内には結論

を出す予定となっております。

町では、次期計画策定に向け今年度中に一般高齢者、介護認定者及び家族

介護者を対象としたアンケート調査を実施し、今後の国の動向を見きわめな

がら第７期介護保険事業計画の策定に向けた委員会等を開催し、町としての

方針を定めていくこととしております。

いずれにしましても国の制度として、その基本理念である「介護を必要と

する人の尊厳を保持し、能力に応じた日常生活を営むことができるよう支援

する」という介護保険制度の維持、向上が図られるべきであると考えており

ます。

今後、町としましても制度の趣旨を踏まえながら、何らかの支援が必要な

方々が家庭や地域において生涯安心して生活ができるよう、介護保険の安定

的な運営に努めるとともに、事業内容の一層の充実・強化を図ってまいる所

存であります。

３点目の子ども医療費助成を行う自治体へのペナルティーについてでござ

いますけれども、自己負担を無料化する福祉医療制度による三種町国民健康

保険への国庫負担金等の減額調整措置額は、平成２７年度１，４５３万２，

０００円でした。うち、子供関係分は、母子・父子家庭分が２２万円、この

母子・父子家庭分及び重度障害者を除く中学生までの子供分が８５万９，０

００円です。また重度心身障害者のうち、未就学児分は３３万円となってい

ます。重度心身障害者のうち、就学児童等の医療費については統計上特定す

ることができませんので、子ども医療費の自己負担無料化に伴う平成２７年

度国保への影響額は、以上を合計しました１４０万９，０００円を越える額

ということでご理解願いたいというふうに存じます。

以上で終ります。ありがとうございました。

議 長 （ 金子芳継 ）

当局の答弁が終りました。

１５番、伊藤千作議員の再質問を許します。１５番。

１５番 （ 伊藤千作 ）
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まず最初に、ＣＣＳ関連ですけれども、苫小牧市は２０１６年から２０２

０年までやるというのは、実証実験を今やっていることでやっているんです

ね。我々、今、三種町がこの運動に取り組んで目指すということになると、

これは実証実験でなくて、本格的な活動への取り組みというふうなことにな

るんでしょうか。それとも、まだ実証実験という段階になるんでしょうか。

どちらなんですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

実証実験ではありません。商業ベースに入って実際に行うということでご

ざいます。

議 長 （ 金子芳継 ）

１５番。

１５番 （ 伊藤千作 ）

私もこの間、にわか勉強で少し勉強してきました、ＣＣＳはせっかく三種

町でというふうなことでありますので。

皆さんご承知のように、ＣＣＳを構成するというものは３つの技術がある

ということが言われています。１つは、分離回収した、要するに工場とか発

電所などからＣＯ２を含む排ガスを分離して回収するというのが１つ。２つ

目は、輸送ですね。分離回収したＣＯ２を貯蔵地点まで輸送するというのが

２つ目の事業ということになります。それを、３つ目が貯留地点に輸送され

， 。てきたＣＯ２を約１ ０００メートル以上深くに圧入するというふうなこと

それが厚い層に覆われているところまで圧入して貯留するというふうな、こ

の３つの技術が合わさってやっていくということのようです。

これは、要するに、例えば今言われているんですけれども、町長もさっき

答弁しましたけれども、能代に火力があると。私の記憶違いでなければ、能

代火力というのは年間約１０万トンだったかな、１万トンではなかったと思

うけれども、１０万トンぐらい、１万トンだったかな、いずれ、もしつかん

でいるんだったら、数字をあとでやってください。これが我々の運動の功を

奏して、例えば三種町にこの施設が誘致できるということになると、町長さ

っき答弁したように、年間１００万トンですよね。１００万トン規模。今、

苫小牧は実証試験では１０万トンぐらいでやっているんですけれども。とな

、 、 、ると 能代と競合するのかどうか ちょっとそこはよくあれなんだけれども

能代が４分の１で、うちのほうが４分の３、そして火力の発電がＣＯ２とい

うのは１０万トンとすれば、１００万トンから比べれば１割ぐらいですよ。

ということは、火力があるから能代が有利だというふうなことには私はなら

ないと思うんです。ですから、これからの運動いかんで、三種町にそういう

施設が行くということは十分可能だということを言いたかったんです。

こういうことというのはあるんですか。例えば能代の４分の１のところに
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１つやって、三種町のこちらのほうに１つやって、圧力の施設、そういうこ

とというのは今まであるのか。それとも考えられることなのかどうか。その

点はいかがでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

町長。

町 長 （ 三浦正隆 ）

５月に苫小牧の実証実験をやっている現場を見てまいりましたけれども、

、 、 、能代に４分の１ 三種町４分の３という 分離できるかどうかということは

私もそういう技術が可能かどうか、わかりませんが、苫小牧のことを説明申

し上げますと、出光興産の精油所が隣にありまして、そこからパイプライン

で約３キロぐらい出光興産の精油所の廃油ガス、それは５０％、ＣＯ２が入

。 、っているそうであります ３キロぐらいの距離をパイプラインで持ってきて

そこにプラントがありまして、日本ＣＣＳという会社のプラントがありまし

て、それを何回か、いろいろ触媒を使いながら、どんどん９８％まで気体で

もない、液体でもない、全員協議会のときには臨界状態と話しましたけれど

も、核物質ではないんですけれども、そういう状態にしまして、そこまで圧

、 、縮しまして それをプラントのちょうど近くに圧入するポンプがありまして

そこにつないでいって押し出している、圧入しているという状況で、臨界状

態のものを見たかと、この前ご質問ございましたけれども、残念ながら、そ

れは、物は見ていないんです、実は。そういうプラントの中で処理されてい

て圧入されているというような形で。ですから、恐らく形としては、何カ所

、 、 、かに分けるというよりは １カ所に やっぱりプラントと圧入をするポンプ

そういうものをやっぱり近いところに置いて処理するやり方が一番経済的合

理性が高いのかなというふうに思っています。

それから、議員、先ほどおっしゃいましたように、すぐそばにそういう施

、 、 、設が 火力とかそういう施設があれば有利かというと 火力だけじゃなくて

いろいろなものもＣＯ２の関係では出てくるわけで、タンクローリーで運ん

だりとか、いろいろな形ができるわけでありますので、必ずしも巨大な火力

発電所のそばにある地域が圧倒的に有利というまでは私は言えないのではな

いかなと。そこで、本町でこういう誘致運動をするというのは、そういう考

え方もありまして、やっぱり黙って見ているんじゃなくて頑張って誘致活動

をしようというふうな気持ちになったわけでございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

１５番。

１５番 （ 伊藤千作 ）

いずれ、とにかくこういうものというのは、強力に運動を進めて、とにか

く三種町は真剣だというところをやっぱり見せてというところでやっぱり力

を発揮していくだろうと思うんです。さっき言ったように、能代火力は、言

っては悪いけれども、１割ぐらいですよ、今計画している中でのあれによる

と。これは輸送の関係とかいろいろなことが出てくるわけです。全国からＣ
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Ｏ２のそれが輸送されて、この施設で圧入するということになるわけですか

ら、１００万トンの規模ですからね。ですから、これはやっぱり先駆けて大

いに運動を強めて、これは何としても三種町へということでやっていければ

と。

まず、取っかかりに、能代は全然これは話題になっていませんよ。きょう

は、この間、全員協議会でもやったし、一般質問でも取り上げて運動を強め

ていこうということになっているので、これをきっかけに、やっぱりぜひ三

種町に持ってくるような強力な運動を進めていければなというふうに思って

おります。

ちょっと、質問通告にはちょっと書いていなかったんですけれども、事故

というか、デメリットの面ですけれども、考えられるのは、地中深く１，０

００メートル以上のところに圧入した部分、あれは遮蔽層で漏れないように

それはなっていると言っているんですけれども、例えば地震とか何か、物す

ごい何かがあった場合に、それは本当に漏れてこないのか、あくまでも安全

なのかというふうなことが１つ。もし、そういうことがあった場合の方針と

いうか、対策というか、そういうものも当然なっていると思うんですけれど

も、それらについてはどうなっているんでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

デメリット関係については、若干、全協でも話しましたけれども、まず、

ＣＣＳの会社とか、苫小牧のほうからもらった資料を参考にして答えますけ

れども、漏れる心配はないのかということについては、海底の地下１，００

０メートルから３，０００メートル付近へ貯留し、厚い遮蔽層が存在してい

、 、 、る漏れ出すことのない貯留状態にしてやるということなので また その後

常に観測体制も整えていると。それから、地震によって漏れるのではないか

ということについても、深さ１，０００メートルを超える貯留層から漏れる

ことは、地下の石油や天然ガスが地表まで噴出した事例が今のところ認めら

れないことから、漏出の可能性は極めて低いと。万一、海底に漏出したケー

スについても、いろいろな安全対策のシミュレーションをして行っているの

で、安全だと。工場関係についても、地上設備はＣＣＳのプラントですけれ

ども、特別なものではなく、通常の工場と同じ状態なので、当然安全対策も

万全にしていると。

最終的に、デメリット関係は少ないというふうに担当の私方の課のほうで

は、部署のほうではそう思っております。

議 長 （ 金子芳継 ）

１５番。

１５番 （ 伊藤千作 ）

いろいろ、全協あるいはその前の新聞報道等でもありましたけれども、今
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候補地がいろいろな準備段階を含めて絞られていって、最後的には３カ所に

絞られるというのが答弁でありました。前に、非常に有望だと、三種町がと

いうふうな、その根拠として、陸上から掘削できる数少ない候補地の一つな

んだというふうなことを言っていましたよね。これは他のところと具体的に

はどういうふうに違って、何で有望だと言えるのか、そこをもうちょっと詳

しくわかる範囲でお願いします。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

今、苫小牧のほうで実証実験をやっているのは、一つには商業ベースに乗

せるためにいかにしてコストを下げるかというところも実験の一つになって

おります。

、 、海底には 三種町以上に有望な貯留層があるところは多いんですけれども

船で掘削して圧入するというか、船を使うということは陸上からやるよりも

かなり経費がかかる。そういう面からいって、地上から掘削できるここは有

利だというふうに聞いております。

議 長 （ 金子芳継 ）

１５番。

１５番 （ 伊藤千作 ）

そうであればなおさら、ますます運動を早目にやって力を入れていくべき

だと思います。

経済効果という点では、正確ではないんですけれども、さっき壇上で私は

苫小牧は３００億から４００億というふうに言いましたよね。これがもし三

、 。種が実現したというふうになると どういうふうな経済波及効果があるのか

それはどういうふうなところに、どうあらわれるのかというふうなことなん

でしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

これも苫小牧市の事例を参考に話しますけれども、実証実験設備の設備建

設費は３４０億であったそうです。それから、毎年の予算は年間６９億だそ

うです。どういう効果があるのかということについては、苫小牧の場合は、

。 ， 、 ， 、見学者が非常に多くなってきたと 年間１ ５００人 昨年で１ ５００人

泊まる人とか、飲食する効果もあったそうです。また、建設関係でも、本体

工事の関係のほかに周辺の整備などの経済効果も考えられると思います。建

設後の実証実験からの雇用関係については、全協でも話ししたとおり、専門

技術の関係の職員が多く占める関係で、地元の雇用は少ないと思うんですけ

れども、この地域に住むことによって、消費とか、町民税とか、交付税など
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、 、 。のメリットが出てくると思うし また 固定資産税などもふえると思います

苫小牧の事例では、ＣＣＳのプラントや専門家がいる関係で、子供対象の環

境の勉強会も開催しているというようなメリットもあるそうです。

以上です。

議 長 （ 金子芳継 ）

１５番。

１５番 （ 伊藤千作 ）

今後、運動の進め方として、町長の答弁は、苫小牧を参考にというふうな

ことを言いましたよね。苫小牧市で、今ちょっと子供の云々という話もあっ

たんですけれども、非常に大事にしているのは、１つは情報公開、情報はき

ちっとやっぱり公開するというふうなこと。要するに、ＣＣＳとは何ぞやと

いうふうなことを含めて情報をきちっと公開して、中身としては講演会の数

重なる開催とか、現場の見学とか、パネル等の要するに展示で案内をやると

かというふうなことがきちっとやられております。

安全とか漏れについては、カメラを設置するとか等々の対策もされている

ようです。

若者への周知というものが、ここでも、苫小牧でも考えて、関心を持つと

いう方は５０代以上の方々が大半だと言われていました。やっぱり若者に関

心を持ってもらうためには、任意の若者向けの講演会をやるとか、そういう

ふうなことで周知徹底して関心を持っていってもらうというふうなことなど

、 、 、がやられてきているようですから ここ 三種町もやっぱりそういう立場で

やっぱり住民合意というのは何より大事ですからね。住民に情報を提供しな

がら、いろいろな懸念を払拭する、そういう活動を強めて、やっぱり強力に

一丸となってこの運動をやれるように進めていくということが非常に大事な

点ではなかろうかというふうに思います。

さっき、町長は、私の壇上での質問での答えに、ＩＳＯの国際環境基準の

点は、何か経費もかかって非常に難しい意味の答弁がありましたけれども、

これは、私はそう難しい、そういう問題ではないんじゃないかなと思っては

。 。 、 、いるんです 例えば職員の誰かに受講してもらって 今 国交省あたりでは

学習、何か来ていろいろな説明しているやに聞いておりますから、そう経費

もかかって、更新も大変でと、そんなあれでは私はないと思うんです。です

から、そこのところはちょっと調査研究してもらって、職員に資格取得して

もらって、そして、やっぱり三種町はこういうふうに力を入れているんだと

いう一つの側面の運動になりますから、そこのところは、町長、さっき何か

経費も大いにかかって、更新も大変だと。そういうことでは私はないと思う

ので、研究して、ぜひこのＩＳＯの環境基準をとっていただければなと。そ

の上で、大いに運動を展開していただければなというふうに思っております

けれども、今の点はどうですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

町長。
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町 長 （ 三浦正隆 ）

ＩＳＯにつきましては、いろいろ環境以外の部分で、結構、町内の建設業

者の方々とお話ししたときに、ＩＳＯ１４００１でしたか、取得するのに年

間３００万円ぐらいかかったとかという、いろいろ話も聞いておりましたの

で、多分それぐらいの金額がかかるのかなというふうに認識していましたけ

れども、いろいろ再度調査しながら進めてまいりたいと考えています。

議 長 （ 金子芳継 ）

１５番。

１５番 （ 伊藤千作 ）

いずれ大プロジェクトですので、大いに一丸となって、力を入れて、三種

町に誘致できるようにお互いに頑張っていきたいと思います。

次に、後期高齢者医療ですけれども、これが町長もいろいろ答弁されまし

たが、大変な負担増になってしまうんですよね。来年度から９割負担、ある

いは８．５割負担が廃止されるというふうになりましたから、通常の方で２

倍、年間。そして、９割負担の方で３倍。あとは扶養控除を受けている方は

１０倍ぐらいになってしまうというふうな、大変なことになってしまうなと

いう思いなんですけれども、三種の、町長は７０何％の方々に負担が行くと

いうふうなことでしたけれども、具体的に、例えばさっき私が壇上で質問し

た、大体、月々５万ぐらいの年金の方々は、今いくらで、これが廃止になっ

たときにはどのくらいになるという予定ですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

健康推進課長。

健康推進 （ 青山勇人 ）

課長 お答えいたします。

被用者保険の被扶養者であった方については、現在９割軽減ですので、１

割分払えばいいわけですね。これは均等割だけになりますので、今現在、秋

、 ， 。 、田県の場合 均等割額が３万９ ７１０円となっています ９割軽減ですと

この１割ですので、３，９００円。４，０００円くらい払っているわけです

けれども、これが１０倍になって３万９，０００円という形ですね。ただ、

これは所得が低い場合は、７割とかになりますので、またさらにちょっと違

、 ， 、うわけですけれども 最高でそういう税額３万９ ７１０円がかかるという

そういう形になります。

所得割関係は、秋田県の場合８．０７％となっていますので、これが今、

これについても５割ということで、４％ぐらいしかかかっていませんので、

その辺、所得に応じて計算されることになると思います。

そういった状況です。

議 長 （ 金子芳継 ）

１５番。

１５番 （ 伊藤千作 ）

余りよく聞こえなかったけれども、いずれ、本当に大変なんですよ。単身
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の方で、例えば年金収入が５９万４，０００円、現在は負担が４，２４０円

が、これが廃止になった場合には１万２，７２０円、要するに３倍ですよ。

７６歳の、要するに娘さんの扶養家族で年金が大体約７８万の方は、これが

５，２６０円から２万６，３００円にふえると。４倍以上ですね、４倍ちょ

っとですよね。高齢の息子さんの扶養家族の方で、例えば年金が約７８万の

方は、現在、５，６５０円が一気に１０倍、５万６，５００円になるという

ふうな大変な負担なんです。ですから、こういう大変な低年金の中で暮らし

ている方々にこういう負担をさせていいのかというふうなことだと思います

ので、大いに、こうならないようなというか、そういう運動も必要ですけれ

ども、なった場合には町としてもちょっと軽減策を考えていったほうがいい

のではないかなというふうに思いますけれども。

町長、後期高齢者医療制度は、広域というか、県での広域医療 （ 広域連、「

」 ） 。 。 、 、合 の声あり ですね 町長も議員ですよね これらの中で この問題とか

、 、いろいろな話し合いはしてきているかと思うんですけれども 今後について

例えばこうなった場合に、県連合では負担軽減をしていくような方向でやっ

ぱり取り組みを強めるとかというふうなことになって、そういう話し合いに

なっているでしょうか。全然、話になっていないでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

町長。

町 長 （ 三浦正隆 ）

私の知る限りは、まだそこら辺まではいっていないような感じがしており

ます。

議 長 （ 金子芳継 ）

１５番。

１５番 （ 伊藤千作 ）

いずれそういう連合でのこういう話し合いもきちっと、やっぱり住民に対

、 、する大幅な負担になって払えないというか 大変な事態になるわけですから

大いに取り上げながら議論して対策を立てていただければなというふうに、

ひとつ要望をしておきたいと思います。

次に、介護保険ですけれども、これも今まだあれですけれども、計画して

いるんですよね。今まで１割とか、高い人では２割ぐらいの負担で用具は借

りによかったんだけれども、これを取り払って実費負担にするというふうに

。 、今計画しているでしょう こうなると本当に大変だなと思うんですけれども

こういう、三種町で用具を使っている方はどのくらいになるでしょうか。わ

かる範囲内で、こういうものは何人というふうな、こういう具体的なもの、

おわかりでしたら、ちょっと答弁していただきたい。

議 長 （ 金子芳継 ）

福祉課長。

福祉課長 （ 加藤正美 ）

お答えします。
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要支援の１・２の方々の福祉用具ですが、平成２７年度の給付額にしまし

ては２１１万７，０００円となっております。ちょっと人数は、こちら手元

に資料ございませんので。支給額では２１１万７，０００円となっておりま

す。

議 長 （ 金子芳継 ）

１５番。

１５番 （ 伊藤千作 ）

人数はどのくらいになりますか、１・２の方ですね、対象に今なろうとし

ている方々の人数は。

議 長 （ 金子芳継 ）

福祉課長。

福祉課長 （ 加藤正美 ）

人数が４８人になります。

議 長 （ 金子芳継 ）

１５番。

１５番 （ 伊藤千作 ）

そうすれば、４８人のうちにどのくらいの人が用具を使っているのかとい

うのは、具体的にはつかんでいないですか。要するに、歩行器とか、電動車

椅子とか何かあるでしょう。そういうものを貸し出して、１割、２割の負担

で利用している人が。取り払われて実費負担に今しようとしているのよ。で

すから、そういう使っている方々は三種町でどのくらいいるんですかという

のが今の質問です。

議 長 （ 金子芳継 ）

福祉課長。

福祉課長 （ 加藤正美 ）

それこそ福祉用具全般です、先ほど、４８人は。車椅子とかベッドを全部

含めて４８人ということになります。

議 長 （ 金子芳継 ）

１５番。

１５番 （ 伊藤千作 ）

わかりました。使っている方が４８人という意味ね。対象になる人数とい

。 。うのはどのくらいですか ２００人とか３００人ということになるんですか

議 長 （ 金子芳継 ）

福祉課長。

福祉課長 （ 加藤正美 ）

平成２７年度末、ことしの３月末現在では、要支援１・２、合わせまして

３１３人になっていてます。認定受けている方ですね。

議 長 （ 金子芳継 ）

１５番。

１５番 （ 伊藤千作 ）
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そのうちの４０何人が用具を使っているということですね。これが自己負

、 、 、担というか 実費負担になると やっぱり収入のあれもあるんですけれども

中には低所得な方が当然使っているというものがあるわけですから、これが

実費負担になると、使わない、使えないとかというふうなことにやっぱりな

り兼ねしないと思うんですよね。ですから、これはそういう制度の改悪はや

っぱり阻止する、やめさせるという運動と同時に、今からでも、もしやられ

た場合には町として何か対策を考えていくということもあわせて必要なので

はなかろうかなというふうに思いますけれども、町長、その点はいかがでし

ょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

町長。

町 長 （ 三浦正隆 ）

、 、 、本当にそういう意味では この地域の中で 介護度が１・２という方々が

言ってみれば、いろいろ福祉制度の、この前の消費税の１０％の延期とかい

ろいろとありまして、いろいろなそういう意味でしわ寄せが来ているような

感じがしております。そういう介護の必要な方々に、町としてもいろいろ応

援してまいりたいというふうに考えています。

議 長 （ 金子芳継 ）

１５番。

１５番 （ 伊藤千作 ）

最後に、ペナルティーの件ですけれども、要するに、これは今度の年末で

これは撤廃するということが決まるかもしれないんですよ。まだ今の時点で

は決まっていないんですけれども、町長とか議長が所属する６団体でも一致

してこれは廃止に向けての運動をやっているわけですよ。ぜひ、今年度、来

年度予算から廃止していくというふうなことでやってもらいたいんですけれ

ども。

さっき、答弁の中で、国庫負担の減額になっている金額は幾らかといった

、 ， 、 、 。 、ら 約１ ４００万円だと 年間 という答えでありましたよね ですから

これは取り払われた場合に、この１，４００万円を福祉とか子供の関係、医

療費の関係とか含めて何か別のことで対策をそこに回すというようなことを

考えられないでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

健康推進課長。

健康推進 （ 青山勇人 ）

， 、 、 、課長 今の１ ４５３万という形で ペナルティー関係 話ありましたけれども

これは、１，４５３万は全体の福祉医療に対するペナルティーで、子供だけ

の関係で見ますと、１８歳というふうに考えましたが、それの分としては１

。 、 、４０万ちょっと ちょっとわからない部分がありまして あれですけれども

これにプラスされても３０万程度で、推計では１７０万くらいかなとは思っ

ていますけれども。子供関係でいくとそれくらいになります。
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議 長 （ 金子芳継 ）

１５番。

１５番 （ 伊藤千作 ）

いずれ、これが廃止されるとそれだけの減額、ペナルティーがなくなるわ

、 ， 、けですから 子供関係を含めた全体で約１ ４００万円ということですので

それを別の形で大いに活用できるようなことも、改めて今後考えていったら

いいのではないかと思います。

以上で質問を終ります。

議 長 （ 金子芳継 ）

１５番、伊藤千作議員の一般質問を終ります。

先ほど、１４番議員からの質問に対し答弁が保留されております。総務課

長より答弁をお願いします。総務課長。

総務課長 （ 木村信悦 ）

先ほど保留しておりました町内の不在者投票指定施設でございますけれど

、 、 、 、も 特別養護老人ホームが３ 養護老人ホームが１ 介護老人保健施設が２

病院が１の合計で７施設でございます。

なお、この施設の不在者投票の投票率の関係ですけれども、選挙区の選挙

で投票された方が７９名、比例代表のほうで投票された方が７７名でござい

まして、投票率につきましては、施設に住所を移す場合と移さない場合があ

りますので、投票率というのは出せない状況でございます。

無効投票の関係で、先ほど２件ほど回答しましたけれども、それ以外に、

単に雑字を記載したものというは、何を書いたかよくわからないというもの

と、単に記号とか、例えばマルとかバツとかつけたもの、そういったものが

ある状況でございます。

以上でございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番さん、質問ありますか （ いいです、わかりました」の声あり）。「

以上で、一般質問を終結いたします。

これをもって本日の会議を閉じます。

散会いたします。

ご苦労さまでした。

午前１１時５５分 散 会
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